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四
月
二
八
日
、
「
特
定
受
託
事
業
者
に
係
る
取
引
の

適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
」
案
が
参
議
院
本
会
議
で
可

決
成
立
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
フ
リ
l
ラ
ン
ス
新
法
」
で

あ
る
。
同
法
案
は
、
フ
リ
l
ラ
ン
ス
を
「
特
定
受
託
事

業
者
」
と
呼
ぴ
、
そ
の
取
引
上
の
弱
い
立
場
を
ふ
ま
え

て
一
定
の
規
制
を
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
従
来
、

独
立
し
た
事
業
主
と
し
て
適
切
な
法
的
保
護
が
な
か
っ

た
こ
と
を
考
え
る
と
「
一
歩
前
進
」
と
評
価
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。

近
年
、
欧
米
諸
国
や
I
L
O
、
O
E
C
D
、
E
U
な

ど
の
国
際
機
関
で
進
ん
で
い
る
関
連
法
規
制
を
め
ぐ

る
議
論
で
は
、
共
通
し
て
「
一雇
用
上
の
地
位
（
O
B
1
3，

B
S
Z
S
E∞）
」
や
「
雇
用
の
分
類
（
の
冨
∞
白
骨
呂

g）」

が
、
最
優
先
の
議
題
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
で
も
、
名

目
は
フ
リ
l
ラ
ン
ス
な
ど
「
個
人
事
業
主
」
で
あ
る
が
‘

実
態
は
雇
用
と
変
わ
ら
な
い
働
き
方
に
つ
い
て
は
、
労

働
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
労
働
者
か
否
か
と
い
う
「
労

働
者
性
」
の
問
題
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
争
点
と
な

っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
「
フ
リ
l
ラ
ン
ス
新
法
」
で

は
、
な
ぜ
か
、
こ
の
「
労
働
者
性
」
の
新
た
な
判
断
基

準
の
見
直
し
は
、
「
意
図
的
に
」
（
？
）
規
制
対
象
か
ら

龍
谷
大
学
名
誉
教
授

除
外
さ
れ
て

い
る
。

I
L
O
は、

二
O
O
六
年
に
「
雇
用
関
係
勧
告
」

（
第
一
九
八
号）

を
採
択
し
、
日
本
政
府
も
こ
れ
に
賛

成
し
た
。
I
L
O
は
、
一
九
九
0
年
代
に
入
る
と
、
従

来
、
対
象
と
し
て
き
た

「標
準
的
雇
用
」
と
異
な
っ
て

法
的
保
護
に
大
き
く
欠
け
る
「
非
標
準
的
雇
用
」
の
弊

害
を
是
正
す
る
条
約
や
勧
告
の
採
択
に
焦
点
を
当
て
る

よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
一
つ
が
、
実
際
に
は
労
働
者
で

あ
る
の
に
、
自
営
業
者
で
あ
る
と
偽
っ
て
労
働
法
等
の

適
用
回
避
を
目
的
と
す
る
違
法
慣
行
の
広
が
り
で
あ

っ

た
。米

国
（
連
邦
政
府
）
は
、
早
く
か
ら
、
労
働
法
な

ど
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
「
被
用
者
（
0
5
1。
3
0）
」
を
、

「独
立
請
負
契
約
者

音
色

8
0
E
8
2
S
E
C
S『）」
に

分
類
し
て
法
適
用
を
回
避
す
る
違
法
行
為
を
「
誤
分
類

（呂
∞
己

g
m
s
g
t
g）」
と
呼
ぴ
、
行
政
に
よ
る
監
督
・

是
正
対
象
と
し
て
重
視
し
て
き
た
。

I
L
O
勧
告
第
一

九
八
号
は
、
米
国
で
「
誤
分
類
」
と
し
て
問
題
に
さ
れ

て
い
た
違
法
雇
用
慣
行
を
、
「
偽
装
さ
れ
た
雇
用
関
係

（任
問
空
白
色
。
自
立
。
u

き
O
R
B－呂

gmF苦
）
」
と
呼
び
、
こ

れ
に
焦
点
を
当
て
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
偽
装
さ
れ
た

雇
用
関
係
」
を
、
「
使
用
者
が
、
あ
る
者
を
被
用
者
と

し
て
の
真
正
な
法
的
地
位
を
隠
す
方
法
に
よ
り
被
用
者

で
は
な
い
者
と
し
て
扱
う
場
合
」
と
定
義
し
、
契
約
の

名
目
や
形
式
で
は
な
く
、
「
事
実
」
を
優
先
し
た
「
一雇

用
関
係
の
存
在
の
決
定
」
に
よ
っ
て
、
当
該
労
働
者
が

当
然
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
保
護
を
受
け
る
こ
と
を
確
保

す
る
こ
と
を
各
国
に
勧
告
し
た
。
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そ
の
後
、

I
L
O
は、

第

一
九
八
号
勧
告
か
ら

一
O

年
を
経
た
二
O
一
六
年
、
「
世
界
の
非
標
準
的
一雇
用

一

課
題
の
理
解
と
展
望
の
形
成
」
と
い
う
調
査
報
告
書
を

発
表
し
た
。
そ
こ
で
は
、
二

O
一
0
年
代
に
入
っ
て
A

ー
や

w
e
b
な
ど

の
新
た
な
I
C
T
技
術
を
利
用
し

た
労
働
の
変
化
が
あ
り
、
そ
れ
を
反
映
し
た
新
た
な

就
労
形
態
の
急
速
な
拡
大
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
く

に
、
従
来
の
労
働
法
な
ど
で
は
適
切
な
保
護
が
で
き
な

い
、
四
つ
の
労
働
類
型
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
①
臨
時
雇
用
（
B
5
3
5
q
0
5
1
3
5
2丹）
、
②
多

数
当
事
者
雇
用
関
係
、
③
超
短
時
間
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇

用
に
よ
る
オ
ン
コ

l
ル
労
働
と
、

④
偽
装
的
な
自
営
業

形
式
の
労
働
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
有
期
雇
用
、
パ

ー

ト
タ
イ
ム
労
働
、
派
遣
労
働
、
偽
装
雇
用
な
ど
、

I
L

O
が
取
り
上
げ
て
き
た
従
来
の

「非
標
準
的
雇
用
」
に

比
べ
て
も
そ
の
劣
悪
さ
と
脆
弱
さ
が
際
立

っ
て
い
る
こ

と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
新
た
な
非
正
規
雇
用
の
中
で
、
「
ウ
！
パ

i
化

（ロ
σgN呂
。
ロ
）」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
を
通
じ
た

「プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム



労
働
」
の
問
題
に
注
目
す
る
必
要
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
労
働
者
を
必
要
な
と
き
に
必
要
な
だ
け

利
用
し
た
い
経
営
者
が
望
む
「
ジ
ャ
ス
ト
・
イ
ン
・

タ
イ
ム
」
の
オ
ン
コ

l
ル
労
働
と
い
う
弊
害
と
と
も

に
、
偽
装
的
自
営
業
形
式
の
労
働
に
よ
る
弊
害
を
併
せ

持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
O
E
C
D
は、

二
O
一

九
年
の
「
雇
用
展
望
（
肘
B
1
3
5
0
E
C
E
Z呉
）
」
で
、

こ
の
「
誤
分
類
」
に
は
、

①
労
働
者
か
ら
の
権
利
剥
奪
、

②
法
不
道
守
企
業
が
経
済
市
場
で
有
利
に
な
る
不
公
正
、

③
税
・
社
会
保
険
料
未
納
に
よ
る
国
・
社
会
保
障
財
源

不
足
、
と
い
う
三
つ
の
問
題
点
が
あ
る
と
指
摘
し
、
雇

用
「
再
分
類
」
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。

二
O
一
0
年
代
後
半
に
な
っ
て
各
国
で
、
ラ
イ
ド
シ

ェ
ア
運
転
手
や
配
達
員
な
ど
、
「
現
場
型
」
の
プ
ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー
ム
労
働
者
が
自
主
的
団
結
組
織
を
通
じ
て

声
を
上
げ
始
め
た
。
さ
ら
に
、
欧
州
諸
国
の
い
く
つ
か

で
は
、
伝
統
的
労
働
組
合
が
こ
れ
を
支
援
し
、
場
合
に

よ
っ
て
は
労
組
に
組
織
化
し
て
、
産
別
交
渉
に
よ
る
協

約
化
を
め
ざ
す
新
た
な
運
動
の
展
開
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、
雇
用
上
の
地
位
を
め

ぐ
っ
て
多
く
の
裁
判
が
提
起
さ
れ
、
二

O
一
八
年
以
降
、

多
く
の
国
の
最
高
裁
が
「
被
用
者
」
ま
た
は
「
労
働

者
」
の
地
位
を
認
め
る
労
働
側
勝
訴
の
判
断
を
示
し
た
。

と
く
に
、
二

O
一
八
年
、
ア
メ
リ
カ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
最
高
裁
が
ダ
イ
ナ
メ
ク
ス
事
件
で
示
し
た
、
原
則

と
し
て
「
被
用
者
」
と
推
定
し
、
「
A
B
C
テ
ス
ト
」

に
よ
る
反
証
を
使
用
者
側
に
求
め
る
立
証
責
任
転
換
の

判
断
が
注
目
を
集
め
た
。
こ
の
立
証
責
任
転
換
の
法
理

は
、
欧
州
諸
国
の
裁
判
官
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
は
、
二

O
二
O
年
九
月
の
G
L

O
V
O
配
達
員
事
件
・
最
高
裁
判
決
を
受
け
て
政
労
使

協
議
を
始
め
、
二

O
一
二
年
五
月
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
を
通
じ
て
働
く
配
達
員
を
対
象
に
「
ラ
イ
ダ
1
法」

を
制
定
じ
た
。
同
法
は
、
「
雇
用
推
定
」
と
「
ア
ル
ゴ

リ
ズ
ム
情
報
開
示
」
を
企
業
に
義
務
づ
け
る
注
目
す
べ

き
内
容
を
定
め
た
。
二
O
二
一
年
一
二
月
、

E
U
委
員

会
は
、
ス
ペ
イ
ン
法
に
近
い
内
容
で
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ

ー
ム
労
働
指
令
」
案
を
提
起
し
た
。
同
案
は
、
好
余
曲

折
の
議
論
を
経
て
二

O
二
三
年
二
月
、

E
U
議
会
を
通

過
し
た
。
E
U
理
事
会
は
、
四
月
現
在
、
「
雇
用
推
定
」

の
導
入
を
め
ぐ
っ
て
審
議
を
続
け
て
い
る
。

こ
う
し
た
世
界
の
動
向
を
背
景
に
、

I
L
O
は
、
二

O
二
O
年
の
第
一

O
九
回
総
会
で
「
変
化
す
る
状
況
下

で
の
雇
用
と
デ
ィ
1
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
の
促
進
」
を
議

題
と
し
て
、
「
雇
用
分
類
」
を
め
ぐ
る
論
議
を
行
な
っ

た
。
総
会
に
提
出
さ
れ
た
報
告
書
は
、
勧
告
第
一
九
八

号
の
意
義
を
再
確
認
し
、
同
勧
告
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
日

ω

が
定
め
る
「
法
的
推
定
」
の
確
立
が
立
証
責
任
緩
和
の

プ
ロ
セ
ス
で
一
歩
前
進
で
あ
る
と
し
た
。
と
く
に
、
注

目
さ
れ
る
の
は
、
「
こ
の
法
的
推
定
を
、
当
事
者
の
不

平
等
な
交
渉
力
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
ま
た
労
働
法

の
基
本
で
あ
る
疑
わ
し
き
は
労
働
者
の
利
益
に
（
5

含
E
。

官

3
8
0
5
5）
の
原
則
の
結
果
と
し
て
重
要
で

あ
る
」
と
の
指
摘
で
あ
る
（
傍
線
は
筆
者
）
。

日
本
で
は
、
労
働
者
性
判
断
で
は
、
依
然
と
し
て

九
八
五
年
の
「
労
基
研
」
報
告
が
重
要
な
基
準
と
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
八
年
間
に
、
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
労
働
の
登
場
な
ど
、
急
激
な
労
働
の
変
化
が

あ
り
、
従
来
の
基
準
で
は
、
労
働
の
実
態
を
反
映
し

た
判
断
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
。
「
フ
リ
l
ラ
ン
ス
新

法
」
は
、
一
九
八
五
年
の
判
断
基
準
を
前
提
に
し
て
お

り、

I
L
O
の
二

O
O
六
年
勧
告
第
一
九
八
号
も
ふ
ま

え
て
い
な
い
。
ま
た
、

I
L
O
の
二

O
一
六
年
報
告
書

や
、
世
界
各
国
で
の
判
例
や
立
法
を
背
景
に
し
た
二

O

二
O
年
総
会
で
の
議
論
、
さ
ら
に
E
U
の
最
近
動
向
も

反
映
し
て
い
な
い
。

I
L
O
理
事
会
は
今
年
三
月
、
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
経
済
に
お
け
る
デ
ィ

1
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
」
を
二

O

二
五
年
総
会
の
議
題
と
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
I
L
O

は
、
一
九
九
四
年
、
「
均
等
待
遇
」
を
中
心
内
容
と
す

る
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
条
約
」
（
第
一
七
五
号
）
を

採
択
し
た
が
、
日
本
は
、
そ
の
前
年
（
一
九
九
三
年）

に
「
均
等
待
遇
」
規
定
抜
き
の
「
パ

1
ト
労
働
法
」
を

制
定
し
た
。
「
フ
リ
1
ラ
ン
ス
新
法
」
の
議
論
・
経
過

に
は
、
新
た
な
国
際
労
働
基
準
を
回
避
す
る
「
予
防

線
」
目
的
の
法
律
と
い
う
点
で
強
い
「
既
視
感
」
を

覚
え
る
。
「
労
働
人
権
後
進
国
」
か
ら
脱
す
る
た
め
に
、

日
本
こ
そ
、
偽
装
的
自
営
業
の
弊
害
を
認
識
し
、
「
疑

わ
し
き
は
労
働
者
の
利
益
に
」
と
い
う
原
則
に
立
ち
返

っ
て
世
界
に
追
い
つ
く
議
論
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
わ
き
た
し
げ
る
）
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